
 改正内容 
 住宅における⽕災の予防を推進するための施策に「感震ブレーカー ※」を 
 追加します。 

 ※感震ブレーカーとは 
 震度５強相当の地震を感知して、電気を⾃動で遮断する機器のことです。 
 詳細は下記資料を参照ください。 

 施⾏⽇ 
 令和８年３⽉31⽇ 

 資料名称 
 『  今、備えよう。⼤規模地震時における電気⽕災対策  』 

https://drive.google.com/file/d/1Kz6SQLqb_VPna-1dz6cN5KYSsgU17-WQ/view?usp=drive_link

